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 本町通りの整備計画（案）について、前回の説明会以降、住民の方々以外にも北小
学校などの学校関係者の方々のご意見を伺うと共に、警察や文化庁など関係機関とも協
議を重ねてまいりました。また、現在も西側歩道下に埋められたままとされている、町
立てに合わせ造られた水路の確認調査も実施させていただき、今回の計画の中に反映さ
せております。（整備計画（案）の概要は裏面をご覧下さい） 
 今後は工事を行うための詳細な設計に入っていくこととなりますが、本町通りの整備
につきましては、住民の皆様のご意見を伺いながら進めていきたいと考えておりますの
で、ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 
 ご意見やご要望、ご不明な点等がございましたら、上記重伝建まちづくり課までお寄
せ下さい。 
 
 
【説明会での主なＱ＆Ａ】 
Ｑ.なぜ車道がこの幅なのですか？センターラインはないのですか？ 
Ａ.平成 21 に 施した をはじめ、関係する方々と を ていただ

くなかで、 の安全性を考慮して に の設置をすること、 と を
安全に すること、 と の段差をなくすことなどの が り、それらを
計画に反映しています。しかし、段差をなくすことは を から る の
がなくなってしまい、危険性が増すことが考えられます。その対策としてセンター
ラ ンをなくす を くするなどし、 的 的に のスピードを抑
制することで、 への安全対策を図っており、これらの安全対策については警

の を ています。 
 

Ｑ.自転車はどこを通行すればいいのですか？ 
Ａ. の 1.25 のとこ になります。 は が となりますが、駐

に り が困 な や、 との 事 の危険が る に
ついては への安全配慮をした えで が可能になります。 

 
Ｑ.工期はどうなりますか？ 
Ａ. 、詳細な設計を い、その で工 について した えで、お ら しま

す。工事の際は生活やご商売に配慮しながら施工します。 
 
Ｑ.水路は復元しないのですか？ 
Ａ. の計画では はおこないま が、 的に すること に れ、

は を 維持しながら施工をおこないます。 
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☆☆☆☆前回前回前回前回の計画からの変更点の計画からの変更点の計画からの変更点の計画からの変更点☆☆☆☆  
①路肩の幅を 1.0ｍから 1.25ｍに広げました。 
②西側歩道下に埋められている水路を保存するため、電線類の地中化する位置を可能な

限り歩道下から車道下に変更しました。 

③車止めの設置箇所については全線に設置する計画から、横断歩道・交差点の巻込み

部・地上機付近のみへと変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
○本町通り沿いにお住まいの方へのお願い 
詳細な計画作成のため、 と 地の 地 の 定をおこないます。作 は を
定しておりますので、ご ご をお いします。詳細については 連絡さ てい
ただきます。 
 
○重伝建地区内にお住まいの方へのお願い 
ソーラーパネル(太陽光発電)が普及しておりますが、重伝建地区は歴史的な景観を保存
していく地区のため、 や から える には設置が ま 。ご ご

を しくお いします。設置をお考えの方は重伝建まちづくり課へご相談下さい。 
 
○観光客や業者の敷地内への無断立入りでお困りの方へ 
お困りの方は伝建まちなか 電 22-1122）までご連絡下さい。 
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歩道の下に埋めら

れた水路 

(水路形態は推定) 

((((歩道歩道歩道歩道))))    ((((歩道歩道歩道歩道))))    

((((路肩路肩路肩路肩))))    ((((路肩路肩路肩路肩))))    

((((車道車道車道車道))))    

東側東側東側東側    西西西西側側側側    

電線の地中化に必要な設備(特殊桝) 

地中化する電線類 


